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政治を動かす・未来を動かす

日弁連が掲げる政策課題の多くは、実現のために
立法や予算を必要とします。このことは、裁判所法
の改正により実現した司法修習生に対する給費型の
経済的支援一つとっても明らかです。
弁政連は、日弁連執行部との緊密な連携のもと、
日弁連の方針を踏まえその政策実現を政治面でサ
ポートする団体です。具体的には、立法府（政党・
国会議員等）との意見交換や各方面に対する要請行
動を行い、日弁連の政策が広く社会の理解と支持を
得られるよう全方位的に取り組んでいます。こと
に、全国の弁政連支部において、地元選出の国会議
員や首長・地方議会との連携を強化することを重視
しています。弁護士会員には見えにくい黒衣のよう
な活動ですが、弁政連は、強制加入団体である日弁
連が対応できない分野を補完する不可欠な存在です。
他士業の政治連盟もたいへん活発に活動されてい
ます。弁政連も遅れをとることなく、荒新執行部を
力強くサポートしていきたいと思います。
そのためにも、弁政連の組織を強化し活動の充実
を図らねばなりません。一人でも多くの弁護士会
員、ことに日弁連・弁護士会の活動を担いその政策
実現を願うすべての弁護士会員が、弁政連に加入さ
れることを切に期待しています。

3月11日実施された日弁連会長選挙（再投票）に
おいて、 1万113票ものご支援をいただき、また全
ての弁護士会の 4分の 3以上となる40弁護士会で多
数を得ることができました。私は今回の選挙におい
てオール日弁連を確立することを強く訴えてきまし
たが、その礎を築くことができたように思います。
会員の皆様のご支援に心より感謝しております。
さて、日弁連がこれまで取り組んできた課題は範
囲が広いだけでなくその内容も深化しています。憲
法改正問題や死刑廃止に向けた取組み、法曹養成・
法曹人口問題、男女共同参画社会の実現に向けた取
組み、民事司法改革や刑事司法改革についての取組
み、様々な人権諸課題の解決もしくは克服に向けた
取組みなど、多様な分野において調査・研究・実践
の成果が日々蓄積され、これを基にしてさらに活動
が積み重ねられています。
このような日弁連の活動の成果を法律の制定や改
廃につなげたり、その運用の改善に結びつけるため
には、政治の分野への働きかけが必須になります。
この役割を積極的に担って頂いているのが弁政連
であり、日弁連としては、これまで以上に連携を密
にして強力に活動を展開したいと思っています。是
非、ご協力をお願いしたいと思います。
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【小川】　本日はお集まりい
ただきありがとうございま
す。本日は再審法の改正と
いう重要なテーマについて
お話を伺わせていただけれ
ばと思います。私は司会を
務めさせていただきます、
弁政連広報委員会副委員長
の小川と申します。それで
は、皆様の自己紹介からお
願いできますか。
【木谷】　元刑事裁判官の木
谷です。37年間の裁判官生
活の間、主として刑事事件を扱ってきました。判事補時
代に白鳥事件の異議審を担当したものですから裁判官と
しては比較的再審事件には縁があった方だと思います。
法政大学ロースクール勤務の後、2012年に74歳で弁護士
登録をしました。弁護士になって間もなく大崎事件の弁
護団に、その後恵庭OL事件の弁護団にも入りました。日
弁連では人権擁護委員会一部会に所属しています。
【山本】　私は1979年に弁護士登録をしております。布川
事件の再審については第一次、第二次に関わっておりま
した。2011年に再審の無罪判決が出たころに、ちょうど
私の郷里である福井の女子中学生殺人事件の第一次再審
について名古屋高裁金沢支部が開始決定を出したものを
高裁の本庁が取り消すという事態になりまして特別抗告
審から福井事件の弁護団に加わって現在第二次再審の準
備中というところです。
【野嶋】　私は1992年に弁護士登録をしました。修習生の
時から名張毒ぶどう酒事件という再審事件の弁護団会議
を見学し、登録と同時に名張毒ぶどう酒事件の再審の弁
護人に加わりました。そして翌年先輩弁護士から、松橋
事件の再審請求の弁護団にお誘いを受け、ずっとやり続
けています。
　2000年から日弁連の人権擁護委員会の再審部会の委員
をしていて、小石川事件と鶴見事件について日弁連の再
審部会で、再審の支援の審査担当になりまして、そのま
ま再審請求の弁護人になっております。もう一つ三鷹事
件というのがありますけど、修習生の頃からお世話になっ
ていた弁護士から誘われまして弁護人に加わりました。
小石川事件と鶴見事件と三鷹事件では主任弁護人をさせ

て頂いております。
【鴨志田】　私は2002年の11月に司法試験に合格したので
すが、弁護修習の指導担当弁護士が大崎事件第 1次再審
の弁護団長だったことから大崎事件のことを知りまし
た。2004年に弁護士登録した直後に、鹿児島地裁のした
再審開始決定が高裁で取り消され、弁護人が特別抗告し
た段階から大崎事件の弁護人を務めています。現在 4度
目の再審請求をする準備をしているところです。この経
験から、日弁連の人権擁護委員会の中に「再審における
証拠開示に関する特別部会」を設置し、その部会長を務
めています。この部会は今年 3月に「再審法改正に関す
る特別部会」として新たなスタートを切ることになって
おります。

再審手続を具体的に定める条文がない
【小川】　ありがとうございます。再審の証拠開示におけ
る法制化の必要性を考えるにあたって、そもそも再審手
続を具体的に定める条文がないという点について、どの
ような不備をお感じになっているのか、具体的な経験か
らご見解を伺えますでしょうか。
【野嶋】　まず通常の刑事事件と違うのは、期日が決まっ
ていないということですね。いつまでに何をしなければ
ならないという規定が法律上何もない。だから裁判所と
しては、ほったらかしにしていても誰にも怒られない。
もう何十年も前から再審に携わる弁護士は、通常の事件
に近づけようとして裁判所に対して裁判官、検察官、弁
護士が会って進行について協議する三者協議の期日を求
め、事実上三者協議期日が開かれていくという運用が慣
行として定着してきました。あくまで慣行であって法律
上は根拠がない。裁判所は三者協議を開く義務があると
は思っていないので、裁判官の胸先三寸で運用が大きく
変わります。
　私の経験の中で言うと、名張毒ぶどう酒事件の第10次
請求審と異議審の裁判所の対応ですが、とにかく弁護人
と会おうとしない。三者協議どころか弁護人と会おうと
しないし、完全に無視状態。また証人尋問について、や
はりこれも条文がないので、裁判所によって非常に運用
が分かれている。通常審だと証拠の同意、不同意手続が
ありますから、弁護人請求証拠について検察官が不同意
と言ったら、それを証拠化するためには証人尋問をやる
しかない。ところが再審の場合は同意、不同意がないの
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で弁護人が新しい証拠を出すと裁判官はそれを書面で読
むことができてしまう。弁護人は難しい鑑定書でも少し
でも裁判官に分かりやすくするための工夫をして作りま
すから、裁判官もそれ読むと内容が分かったような気に
なり、鑑定人の尋問なんかやらなくても書いてあること
は分かったし、証人尋問の必要はないという話になる。
ところがしょせん素人の判断ですから、間違った判断を
することがある。私は再審でも新証拠について検察官に
同意、不同意の機会を与えて不同意にした場合には弁護
人は証人尋問を請求する権利があると明記しなければな
らないと思っています。
【山本】　詳しい条文もないうえに、再審事件に取り組ん
だ弁護団の多くの人はあまり経験がなくて再審に関わっ
てくると思うのです。まして布川事件の第二次の準備期
間は再審冬の時代と言われた90年代から2000年の初めの
頃で、とにかくやってみなければわからないという意識
でした。再審は裁判所が職権でなんでもでき、あるいは
しなくて済んでしまう。免田事件のような、良い裁判官
に当たればいっとき進むこともあるけれど、そうでない
裁判官になるといま野嶋さんの話にありましたけど、放
置することはいくらでも可能で、次の任地に異動になる
まで引き延ばしているとしか考えられない対応もある。
進行協議についていえば、布川の場合、第二次再審の第
二審は、比較的頻繁にありましたが、第一次再審、それ
から再審開始決定を出してくれた第二次の第一審の裁判
官も進行協議はそんなになかったです。色々な事件での
積み重ねの中で進行協議がだんだんと位置づけられるよ
うになっていると思います。証拠開示について申し上げ
ますと、布川の第二次の場合、まだ標準になるものがな
かったので手探り状態でやらざるを得なかったです。詳
しくはまた後で述べたいと思います。
【鴨志田】　再審の条文って全部で19条しかないうえに、
手続について定めている条文は刑事訴訟法第445条しかな
いのです。445条は「再審の請求を受けた裁判所は事実の
取調をさせることができる」というものなのですが、こ
の「事実の取調」という言葉以外何も決まっていません。
ドイツ由来の旧法の時代から今の当事者主義になって
も、再審請求審は職権主義で裁判官の裁量でやればいい
のだとなっていて、しばしば「職権主義だからやらなく
ていいんだ」、「職権主義だから当事者の言うことを聞か
なくていいんだ」という文脈で使われてしまっている。
再審法の改正の話をすると、法務省とか最高裁は必ず「裁
判所が事件ごとにちゃんと裁量によって対応していま
す」という。しかし大崎事件というまったく同じ事件で、
第一次、第二次、第三次のそれぞれの裁判体の対応は全
く異なっていました。第一次は鹿児島地裁の請求審で再
審開始決定が出ていますけど、これは1995年に申し立て
て決定が出たのは2002年です。請求審に 7年かかってい
て、裁判体は 3つ目なのです。要するに最初の裁判体は
何もしない、二つ目の裁判体が記録を読み始め、最後の
裁判体がようやく決定を書く、そんなことがまかり通っ
ている。第二次に至っては本当に請求審の裁判体は何も
せず、進行協議は何カ月に一回かは開くのですけど、証
拠開示もしない、尋問も何もしないということであっさ
り棄却してしまった。即時抗告をして高裁に上がると証
拠開示の勧告もし、尋問もしてくれたのですけど、結局
それが判断に活かされていない。第三次になってまさに
職権主義だからこそできる積極的な訴訟指揮をしてくれ
ました。一つの事件で裁判所によってこんなに差が出る
現状がフェアな手続きであるはずがない。条文がないと
いうことの弊害は大崎事件一つをとってもすごくクリア
に分かると思います。
【木谷】　いま鴨志田さんが言われた、再審法が旧刑訴法
をそのまま引き継いでいるという問題ですね。私は、刑
訴法の改正にあたられた団藤重光先生から直接聞いたの

ですけど、先生は、捜査と公判を根本的に変えたために、
その段階で精魂尽き果ててしまい、上訴と再審には全然
手が回らなかったとはっきり言われました。そんな古い
条文を金科玉条のように使うのはおかしいと思います。
　裁判官の多数派は、おとなしくやって無事定年を迎え
たいという人です。そういう人が一番担当したくないの
は、著名再審事件、これをやるとどうしても目立ってし
まいますよ。任期中やらずにバトンタッチをしたい。二
人も三人もパスして、どうしてもやらなければならない
となった場合に、証人調べなんてすると、やっぱりおか
しな事件だと分かってしまう。だから、そんなことをや
らないまま、検事の言うとおりに請求を棄却しておけば
なんとなく責任を果たしたような外観が作れると考えて
いるのではないか。さっき野嶋さんが言われた名張の第
十次の裁判所と同じように、恵庭事件の第一次再審の即
時抗告審は、三者協議すらしませんでした。弁護人が三
者協議をしてくれと申し入れても「現段階では必要を認
めません」「必要があったら連絡をします」と言って、一
週間後に平然と抗告棄却をしました。
　冤罪救済に熱意を持った裁判官を何とか増やさなけれ
ばいけないと思いますけどなかなか難しいですね。
【小川】　再審手続について、全く規定がされていないと
いうところが大きな問題であるという話を頂きました。
この点についてさらに踏み込んだお話を、山本さんから。
【山本】　私が担当した布川
事件と福井事件の証拠開示
の状況についてお話したい
と思います。布川事件につ
いては本当に手探りでした
が、弁護団としてはできる
だけ個別具体的な証拠を問
題にしていこうという方針
を取りまして、記録をでき
る限り読み込んでこういう
証拠があるはずだ、この証
拠は再審請求にどういう関
係があるかをできるだけ具
体的に明らかにしました。検察官から証拠があるという
答えを引っ張り出すと、どうして裁判官に隠しているの
か、それなら開示せよということが起きたわけです。し
かし検察官は有るか無いかといった時に「見当たらない」
という答え方をしてごまかそうとしました。これに対し
ては証拠の読み込みの中から必ずこういう証拠があるは
ずだと主張しました。そういう中から、死体検案書とか
毛髪鑑定書という客観的な証拠から証拠開示が進みまし
た。証拠開示がある程度進んでいきますと、警察が送致
の際に証拠に通し番号を振っているのですけど、抜けて
いる部分が出てきます。でそこに何かあったのではと指
摘しました。そうするうち、第二次の一審の裁判官から、
こういう証人の供述調書を出して欲しいという依頼が出
され、それに基づいて供述証拠、特に目撃証人の調書な
どが出てきたのが再審開始の大きな力になりました。
　福井事件に関しては私が関与したのは特別抗告審から
ですのでその前の段階の弁護人の活動ということになる
のですけど、検察官の対応がまず証拠を出さない、それ
から、あるかどうかを答えるかどうかもわからないとい
う対応をするのです。しかもそれに対して裁判所も強く
ものを言わないという状況が続きました。そこで福井事
件の当時の弁護人は非常にわかりやすい、パワーポイン
トを使ったプレゼンテーションを二回、三回と繰り返し
た。その結果、証拠の有無を答えるようにと裁判長から
勧告が出て、やっと検察官が有る無しを言い出したので
す。裁判官が開示をするようにといいましたら、検察は
今度は、弁護人二人に限る、閲覧だけで、謄写、撮影は
認められない、なおかつ検察事務官立ち合いだ、とこう
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いう無茶苦茶な条件を付けてきました。さすがに裁判所
もこれには呆れ果て、では裁判所に出しなさいと勧告が
あって、ようやく出てきたという経過があります。
　布川も福井も同じなのですけど、比較的物的証拠は出
しなさいという話になって、それから裁判官の理解が進
むと供述調書の提出という風に進んでいきました。布川
事件の場合はとても重要な目撃証人の初期供述から、い
かに供述が誘導されていったか明らかになりましたし、
福井事件も33通という供述調書が出てきて、私が見たと
きも、布川事件以上にこんな大掛かりなねつ造事件があ
るのかという思いを深くしたものです。
【野嶋】　再審無罪になった松橋事件では、自白では凶器
に布を巻き付けて刺殺し、その布を燃やしたので、布が
ないということになっていたのですが、実は布が存在し
ていた。どうして弁護団に分かったかというと、再審請
求準備している段階で、当時検察庁に対して、再審請求
人の宮田さんから押収したものは、本人の物なのだし、
その他のものも全部見せろと言ったら、被害者から押収
したものも、宮田さんから押収したものも全部証拠物は
まとめて見せてくれて、宮田さんから押収したものの中
に宮田さんの家の中にあった布の切れ端が出てきまし
て、それが正に巻き付けたはずの布で、それは燃やさず
に残っていて血もついていないことも分かったのです。
　ただしこの事件では被害者の着衣について、血痕が付
いていたものですけど、セーターとかシャツなども開示
されまして、それをこちらがお願いした鑑定人の先生に
形状を測定してもらって、それを基にして凶器と傷の不
一致という新証拠を作ることができて、これが非常に決
定的で重要な証拠の一つになりました。
　例えば姫路の郵便局強盗事件がございますけど、犯人
のものとされた目出し帽が再審請求前に請求人に還付さ
れて、それについてDNA鑑定をやって、それが非常に重
要な新証拠になっているわけです。再審請求人に還付さ
れる押収物については、再審請求前でも証拠開示なり証
拠物の閲覧なりを行って、それを元に新しい新証拠を作っ
ていくことが必要ではないかなと思っています。
　他の事件で言えば、三鷹事件では我々が求めていた証
拠開示請求について、東京高裁の裁判長でしたけど、反
対する検察官に対してこれは裁判所からの勧告なのだか
ら応じなさいということを面と向かって言って、ほぼ開
示させたことがあります。
　あと小石川事件も、一応裁判所が我々の求めている重
要だと思われる証拠について証拠開示の勧告をしている。
　証拠開示が一番進まなかったのは名張毒ぶどう酒事件
です。裁判官によっては、法律にないから開示しなくて
もよい。検察官も見当たらないと言うのですよ。あれだ
け古い事件になると、確かに全部検察官の手元にきれい
に証拠がそろっているわけではないので、どこにあるか
わからないという状況になっている。そういうところが
また非常に大きな壁になっていると思います。
　もう一つ苦しんでいるのは鶴見事件という事件ですけ
ど、これはまだ裁判官がダメだとは言わないのですよ、
証拠開示について。ただ消極的な現状があって、弁護人
として開示に向けて頑張っているのですが、中々難しい。
ではそういう場合にどうするのかということで私なりの
考えを申し上げると、第一に証拠開示を求めている論点
に関連して新証拠を作る。できる限りそれを探し出し、
作り出すことで証拠開示が必要だということを求めてい
く。第二に開示を求めている証拠が本来存在しているこ
とをできる限り裏付けるということです。すでに検察官
から開示されている別の証拠の中に我々が求めている証
拠の存在がちらりと書かれていることが度々あります
し、存在するのなら開示しろと、これは一つ説得力があ
る。ただしそこまでやっても消極的な裁判官は、再審の
条文に開示なんて書かれていないし、再審では弁護人が

新証拠を作って出すことになっているのだから弁護人の
方で新証拠を作る義務があるのであってわざわざ裁判所
が証拠開示して、新証拠を作ってやる必要はないだろう
と、そういう理解をしている裁判官がいるのですね。そ
ういう裁判官の場合は先ほど木谷さん、山本さんも言い
ましたけど、裁判官が異動するまで待つ。下手な判断を
させずに、こっちも待つというのが一番いいのではない
かと思います。
【木谷】　裁判官にはいろい
ろなタイプの人がいます
が、一番多い「できるだけ
目立ちたくないという裁判
官」は、何もしないで再審
請求を棄却したいと考える
のです。そういう多数派の
人たちは証拠開示の勧告を
すること自体に熱意を示さ
ないですね。なぜなら証拠
開示の勧告をした結果、有
力な新証拠が開示された場
合は最終判断が難しくな
る、場合によっては再審を認めなければならなくなるか
もしれない。そうなるとどうしても目立ってしまう。開
始決定をすれば、上で取り消されるリスクも増える。だ
からそういうことはできるだけしたくないという風に考
えると思います。それに対して無辜の不処罰について熱
意を燃やす裁判官は、裁量権を最大限に活用して証拠開
示の勧告に踏み切るのに躊躇しないと思います。ただ、
裁判所をそこまで踏み切らせるには、弁護人の積極的活
動が大きくものを言うと思います。
【鴨志田】　弁護人がものすごく労力を使って、何年もか
けてやっと証拠が出てくるというのが実情で、それでも
出てこないという事件もたくさんある。なぜかというと
捜査機関の手の内にどのような証拠が保管されているか
という情報がないから。まさに布川事件とか松橋事件の
ように証拠開示によって無罪の方に動く事件がたくさん
あるなかで、全く証拠開示に向かわない事件もある。大
崎事件では第一次の時は任意で検察官がいくつかの未開
示証拠を開示しているのですね。でもそれが逆に仇になっ
てしまって、「第一次であるものはあの時に出していま
す。他のものは見当たりません。警察にもないですよ、
あるとしても全部検察庁に提出しています」というのが
第二次請求審の時の回答だったのですね。これを鹿児島
地裁は完全に鵜呑みにして、特段この人たちの言ってい
ることに不合理な点はないみたいなことを決定書の中に
言い訳のように書いて一切証拠開示の訴訟指揮をしない
ままあっさり棄却した。それで、即時抗告した頃に、証
拠開示をやっている事件が他にこんなにあるのに、なぜ
大崎事件だけ証拠開示をしないのかということを、「再審
格差」という言葉を作ってマスコミに訴えたんですね。
マスコミがやっと報じるようになった。高裁ではたまた
ま袴田事件で証拠開示の訴訟指揮をした裁判長が異動し
て福岡高裁宮崎支部に来ていた関係で、そこで初めて「証
拠の存否を調べてリストを作って弁護人に開示せよ」と
非常に画期的な勧告が出たのです。しかし検察官は全然
言うことを聞かなくて、自分たちは独自の判断でこれは
出しても差支えがないという個別の証拠を裁判所に開示
するという形で、しかし今まであれほどないないと言っ
ていた証拠を213点出してきたのですね。地裁の時に言っ
ていた回答はまったく嘘だったということが分かった。
それで、213点出した時に「これで全部だからリストは開
示する必要はない。あるもの全部出しているからリスト
は作る必要はない」といって第二次が終わった。ところ
が第三次になってまだ18点新しく出てきて、第二次の時
にはないと言ったのも嘘だった。まだあって、第二次の
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即時抗告審の時に現物は出さないでネガが46本あります
と言ってきたので、現物を出せと言ったらフィルムケー
スの中で腐食しちゃって現像ができなくなっているもの
もあると言われて、我々は決定を急いでいたこともあっ
て、じゃあそちらで印画できる、プリントできるものだ
け出してくれと言ったら500枚できましたといって出して
きた。ところが第三次になって、私たちも後顧の憂いが
ないようにもう一回ネガの現物を出せと言ったら、裁判
所が現物を押収してくれて、46本のネガ現物が出てきた。
我々で印画したら1240枚全部プリントできました。500枚
しかプリントできませんでしたというのも全部嘘でし
た。検察側はこれぐらい嘘をつくということです。再審
請求段階で、未開示の証拠は全部出しなさいという条文
がないということは、こういう現実をもたらすというこ
とをもっと多くの人に知ってほしいですね。

再審開始決定に対する検察官抗告問題
【小川】　まさに証拠開示に関する法制度がないので、個
別の事件での創意工夫に依存するしかない現状に問題が
あるという話かと思います。さらにもう一つ再審の長期
化に関する問題として、検察官抗告の点はいかがでしょ
うか。
【山本】　布川事件の場合、第二次再審は地裁で再審開始、
高裁で抗告棄却ですけれど、そこで特別抗告というのは
歴史的に見ても戦後は見当たらない状況だったのです。
ですが布川は特別抗告までやってきました。地裁で申し
立てから約 4年、高裁、最高裁でさらにそこから 4年か
かっています。不服申立をされたことによってその分審
理が大変長期化したわけです。私の見たところでは白鳥・
財田川決定に基づいて新旧証拠の総合評価で勝ったよう
な事件では検察は極力不服申立をするという方針をこの
頃からとっている印象があります。では布川の抗告審、
特別抗告審で検察官が何をやったかというと、せいぜい
白鳥・財田川決定はこうだと限定的再評価にもっていこ
うとする理屈っぽいことは言います。それから本人の供
述の信用性について論じたりはするのですけれど、新証
拠を検察側が出すかというと全然出してこない。改めて
別の法医学者を出すかというとやらない。布川は法医学
鑑定が新証拠としても非常に重要な意味を持ったわけで
す。高裁で何をやったかというと鑑定人証人が三人いる
のですけれど、このうち二人が弁護人申請です。もう一
人は裁判所の職権採用。検察官の方では独自の立証は何
もやらないのです。そのために 4年間引っ張られた。た
またま桜井さんと杉山さんは若い時に捕まったというこ
ともありまして、まだ時間があった。でも高齢の方の再
審の場合、この 2年、 4年という負担は大変なものだと
思うのです。布川の場合、なおかつ再審公判でも検察官
は争った訳です。公判は 7回ありました。福井事件の方
は2011年の11月30日に高裁の金沢支部で再審開始決定が
あったのですけれど、異議の申し立てをされて2013年 3
月に取り消されています。検察官が異議申し立てをした
事情を考えてみますと、基本的には布川と同じような側
面がありました。
　共通するのはどちらも有罪に結びつく物証が全く無い
ことです。しかも福井の場合は自白もなく、関係者のあ
やふやな供述だけなのです。こういう事件だと、供述証
拠に対する評価一つで結論が変わる可能性が大きいので
す。福井事件のことを言いますと確定審でも地裁は無罪、
控訴審が有罪と判断が分かれるような事件で、ここで検
察官が抵抗してあわよくば裁判所のちょっとした評価の
違いで結論を変えられないかという目論見でやってく
る。問題は裁判所がそういう供述証拠をどう評価するか
です。布川も福井も同じですが、いずれも弾劾の対象と
なる重要な供述証拠、関係者供述というのはくるくる変
わってきます。それに対して「ないとは言えない」とい

う理屈をあちこちにちりばめることによって逃げ口上を
裁判所の決定の中で書いていく。ましてや再審ですから、
限定的再評価的な観点で、結局明白性のふるいでもって
どんどんふるい落とされてしまう。福井事件はこんなに
ひどい冤罪はないと良くわかる事件だと私は思うのです
けど、一つ一つの証拠だけからだと、論証が大変という
ところに付け込んで取り消されたという感じを持ってい
ます。いま第二次再審の準備をしているのですが、そう
いう総合評価で勝つしかない事件というのは新証拠を準
備するというのはなかなか難しい面があります。布川事
件も第二次再審まで相当期間を要しました。福井事件も
一定の時間すでに過ぎています。そういう事件では検察
官の不服申し立ての弊害が大きく出るように思います。
【野嶋】　名張毒ぶどう酒事
件は、第七次再審請求で再
審開始決定が出たのですけ
ど、検察官が異議申し立て
をして異議審で再審請求が
棄却され、それに対して弁
護人が特別抗告して、特別
抗告審の最高裁では、異議
審の再審請求の棄却の決定
について破棄差戻になっ
て、これでまた振り出しに
戻りました。しかし残念な
がら、二度目の異議審で再
び再審請求が棄却されまして、またそれに対しても特別
抗告をして、最高裁で確定することになりました。結局
このように、一旦開始決定が出てもひっくり返り、最高
裁がそれを破棄差戻し、差戻し審で再び、再審請求が棄
却されるということになりました。この間、長々と時間
がかかってしまって、奥西さんは亡くなられてしまった。
松橋事件では、幸いにして再審無罪の時点で宮田さんは
ご存命でいらっしゃいましたけど、認知症が進行してい
て、またご高齢でした。そのため再審開始決定に対して
検察官が即時抗告し、さらにそれで負けたにも関わらず
特別抗告して、時間稼ぎをしている間にもし宮田さんが
亡くなられてしまったらこの開始決定はなかったことに
なってしまう。検察官が特別抗告申立書だけ書いて、特
別抗告審では全く何も反証もしないで、ただ時間の引き
伸ばしをしているということがありました。検察官によ
る不服申立があることによって無為に時間がかかってし
まいます。
　また理論的に、本来法律が予定しているのは再審公判
で有罪、無罪を決めるのであって、再審請求審は有罪無
罪を決める手続ではなく、再審を開始するかどうかを決
める手続なのですね。そうだとすると一定程度の疑問が
確定判決に生じているのであれば、再審開始するべきだ
と私は思うのです。だから一旦再審開始決定が出るよう
な事件は、少なくともある裁判官は確定判決の有罪の事
実認定に合理的な疑いが生じていると判断したというこ
となのだから、もう再審を開始して再審公判で有罪無罪
を決めればよいのではないか、それがあるべき姿だと思っ
ているのです。白鳥決定というのは再審請求における明
白性の判断基準として、罪となるべき事実に合理的な疑
いが生じるかどうかで判断するということで。これは素
晴らしい画期的な判断だと思うのですけれど、一方で、
再審請求審で裁判官は無罪の心証を抱かないと再審を開
始できなくなるハードルを作っているという気がするの
です。だから白鳥決定、財田川決定は、現行法を前提に
した素晴らしい画期的な決定だと思っていますが、これ
からの時代を考えると、再審請求手続は、有罪無罪を判
断するのではなく、あくまでも再審を開始するかどうか
を判断するのが、正しい再審のあり方だと思います。再
審請求手続は検察官の抗告を許さず、再審を開始するか
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どうかを決めるという新しい基準を作って行っていくべ
きだと思います。
【鴨志田】　野嶋さんがおっ
しゃったのはドイツがまさ
にそういう考えで、再審請
求審の基準というのは「蓋
然性」、すなわち合理的な
疑いというレベルではなく
て有罪判決を見直す蓋然性
さえあればいいという低い
ハードルで再審請求を認め
ることになっているのです
ね。だからドイツの再審請
求審では蓋然性さえ言えれ
ば再審公判に行く。なぜな
ら再審公判は直接主義の適用もあるし、様々な手続保証
があって公開の法廷で行われるから堂々とそこで勝負を
すればいいという考え方がドイツにあるのですよね。だ
からそういう意味でドイツは1964年に再審開始決定に関
しては検察官が抗告できないようにしているのですね。
　ところが日本は再審請求段階が主戦場になってしまっ
て、そこで無罪の心証を裁判所が抱かない限りはそもそ
も再審開始決定が出ないので再審請求自体にものすごく
時間と労力がかかっている上に、さらに検察官が脊椎反
射的というぐらい必ず抗告をしてきます。松橋事件の場
合は検察官が特別抗告したものの、申立てだけしてあと
は何もせず、しかも再審公判ではそれこそすぐ白旗を上
げてしまったわけですから、再審公判で争わないつもり
だったら特別抗告をする必要はなかったということが逆
算して言えるわけではないですか。この再審開始決定に
おける検察官の抗告という制度がなかったら、大崎事件
は2002年に開始決定が出ていますから、あの段階で74歳
の、お元気だった原口アヤ子さんが直接再審公判で無実
を訴えて無罪判決を勝ち取ることができたと思います。
18年も前に大崎事件は終わっていた。今回の第三次再審
では地裁、高裁が再審開始したのに検察官が特別抗告を
したことに対して、最高裁は、特別抗告理由はないとい
いながら、特別抗告理由がないのだったら再審公判に行
けばいいのに、事実審理のできない法律審であるにもか
かわらず、自分たちで変な事実認定をして再審請求を棄
却してしまった。原口アヤ子さんは93歳を目前にして第
四次再審にリセットという状況になっている。裁判所も
ひどいのですけど、抗告制度が悪用される事態になって
いるので、法改正で直ちにやめなければならないと思い
ます。
【木谷】　私も同意見ですね。再審開始決定に対し検察の
抗告を認める理由は何もない。理論的には、再審制度は
職権主義で、検察官は公益の代表者にすぎず当事者的な
立場にもないのですから、検察官の抗告権を否定するこ
とには理論的になにも問題もない筈です。鴨志田さんが
言われたように、再審開始が出たということはその事件
については疑問があるということなのですから、すぐに
公開の再審法廷を開いて、当事者対立構造の下できちっ
と判断をすればいいのです。今のやり方では、再審請求
手続は全部密室の中で行われますから、何が行われてい
るか国民には全く理解できないのです。

日本の先を行く諸外国の法制
【小川】　再審制度について、海外でどのような動きがあ
るのか、鴨志田さん、ご紹介いただけますか。
【鴨志田】　先ほどドイツの話をしましたけど、ドイツで
は制度上証拠は通常審段階から全部見られます。英米も
行き過ぎた当事者主義の反省から、検察官の手持ち証拠
はすべて見せるというのが世界のトレンドになってきて
いて日本だけが遅れている。以前、「再審における証拠開

示に関する特別部会」が開催したシンポジウムで英米の
状況とドイツの状況についてそれぞれ発表したのですけ
ど、私がいま注目しているのは日本から刑事訴訟法を取
り入れた韓国と台湾が日本を追い越しているという状況
なのです。刑事訴訟法第435条 6 号で定められている再審
開始要件も同じ条文が台湾と韓国にあるのですが、台湾
では2016年と2019年12月に再審法が改正されました。
2016年改正では日本でいう白鳥決定、―新旧全証拠の総
合評価―を条文に入れ込み、2019年の改正は請求人に証
拠調べ請求権や証拠閲覧請求権を、請求人の権利として
明文で認めました。そういう状況のもと、台湾では検察
官は公益の代表者として、冤罪の疑いがあると思ったら
死刑事件であっても検察官自身が再審請求をするとい
う、―客観義務というのですけど―、客観義務に根差し
て検察官が自ら冤罪を正そうという風土になってきてい
るのですね。韓国は白鳥決定にあたる判例がないので、
条文上の解釈は日本より厳しいのですが、検察官の抗告
について法務省に置かれた第三者機関が事後に調査をし
て、「この検察官抗告は機械的形式的な抗告だ」と駄目出
しをする。さらに韓国では国家人権委員会という人権救
済機関が検察官抗告を見直す法改正をしなさいという勧
告を法務省に対してする。最高裁については法律ができ
るまで、改正されるまでの間、抗告審の扱いは慎重にや
りなさい、と勧告しています。このように、アジアでは
今刑事司法改革の動きが活発化しており、日本だけが70
年以上一度も再審法を改正していないのはアジアの隣国
から見ても遅れているということをぜひ知ってほしいと
思います。

我が国における取組
【小川】　それでは再審法改正に向けてわが国ではどのよ
うな取組みをしているのか、ご紹介いただけますか。
【野嶋】　日弁連では、1991年 3 月に「刑事再審に関する
刑事訴訟法等改正意見書」を採択し、それ以降、法改正
を求め続けてきています。この再審法改正の日弁連案の
一番重要なポイントというのは、白鳥財田川決定の成果
を立法的に成立させようという狙いがあった。しかしそ
の後、裁判所は白鳥決定についてこれは総合的に評価す
ると書いてあるけど、限定的に再評価するというような
ことを言い出して、再審請求を棄却する決定が出される
ようになった。そのため、再審弁護団は、裁判所を本来
の総合的再評価説に変えるための弁護実践の構築に力を
集中した結果、再審法改正を正面に据えた取組みが立ち
遅れたと私は思っています。
【山本】　大崎事件、名張事件、布川事件と再審開始が続
くようになりました。この間日弁連では、何度も全国再
審弁護団会議を開催し、事件のバックアップをはかると
ともに、証拠開示については継続的に取り上げてきた。
これが今日の証拠開示の展開に結び付いたという風に理
解しています。
【鴨志田】　この間、再審に取り組む弁護団の間で情報を
共有しようということで全国再審弁護団会議が開催され
るようになったのです。証拠開示が進んだ事件と、全然
されていない事件との格差が問題視され、日弁連では
2014年に「再審における証拠開示に関する特別部会」が
設置されました。『隠された証拠が冤罪を晴らす―再審に
おける証拠開示の法制化に向けて』（現代人文社、2018年）
という書籍も作りましたし、さらに2019年 5 月10日付で
「再審における証拠開示の法制化を求める意見書」を発
出、10月には人権擁護大会シンポジウム（第 3分科会）
のテーマとして再審法改正を取り上げ、決議にも至りま
した。やっと日弁連として再審法の改正に正面から取り
組むという動きが活発化してきたのが現状です。冤罪は
国家による人権侵害の中でも最大のもので、人生を破壊
し、冤罪で死刑が執行されればもはや取り返しがつきま
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せん。日弁連は、今こそ再審法改正に向けて動くべきだ
と思いますし、私もそれに向けてできることをやってい
きたいと思っています。
【木谷】　日弁連の活動を下から支えようと、「再審法改正
をめざす市民の会」で活動しています。日弁連の活動は
特別部会での議論を経て、要綱案を立ち上げて決定して
国会に働きかけることになるんだと思うのですよね。国
会議員の方にいかに関心を持っていただくが第一だと思
う。市民の会の方ではすでに地方議会に働きかけて決議
をしてもらうとか一部の国会議員に働きかけて関心を
持っていただきつつあります。是非とも超党派の国会議
員の方々による議員連盟を立ち上げていただきたいと思
います。

再審法改正について立法府に望むこと
【小川】　最後になりますが、望ましい再審法制度に関し
て立法府に望むことについてお話をいただけますか。
【鴨志田】　2016年の刑訴法改正で、通常審においては証
拠の一覧表の交付制度等、証拠開示についても改正がさ
れました。この時の法制審議会の有識者委員たちは、再
審でも証拠開示の規定を作るべきだとかなりはっきり
言って議事録にも残っておりますけど、個別の事件ごと
にちゃんとやっていますからと言ったのは裁判官委員
だったんです。現在、2016年改正附則 9条 3項に基づい
て最高裁、法務省、警察庁、日弁連の四者協議をやって
いますが、議論が全然進んでいない。国会議員が四者協
議の内容を質問し協議の進捗を促すことが重要であると
思います。さらには、議員連盟を作るなど再審法改正に
向けて直接的に国会議員の方々が動き出していただくこ
とを切にお願いいたします。
【野嶋】　いろいろなアプローチの仕方があると思うので
すけど、科学的証拠、特にＤＮＡ鑑定ですね、こういっ
たものによって再審無罪となるケースが日本でも出てい
ますし、アメリカなんかでは非常にたくさんあることが
知られています。そこで冤罪者を救うために検察が持っ
ている資料、ＤＮＡ鑑定の鑑定資料、鑑定の対象になる
物なども第三者機関が保管して、そしてそれについて再
審請求をしようとする弁護人がアクセスできる法制度が
必要だと思います。科学的証拠によって有罪無罪が適切

に決まるのだったら、科学的鑑定を利用することができ
る制度が良いのではないか、というアプローチは、割と
一般の人に響きやすいと思うのです。そういうところか
ら入っていくというのも、一つの戦略なのではないかな
と思っています。
【山本】　再審で証拠開示によって無罪が明らかになるこ
とが多々あるわけですからそのことをまずは進めていた
だきたいということと、それから検察官の上訴権、不服
申し立てをすることによって冤罪被害者の被害をますま
す大きくしているわけですから、それはなくしていただ
きたいと思うのです。もう一つ、諸外国であれば一つの
冤罪事件が起きただけで調査委員会が作られて、事件を
検証して新しい制度に生かされるのですけれど、日本で
はこれだけ多く再審開始、再審無罪という結果を生み出
しているのにも関わらず、国会でもなぜか全然議論しよ
うとしない。原発とか航空機とかの関係では限定的では
ありますけど、それなりの調査がされて一応の結論が報
告されています。ぜひ誤判、冤罪の原因究明について、
立法と並行してやっていただきたいと思います。
【木谷】　最高裁を相手にした法改正はなかなか簡単にい
かないですよね。のらりくらりと「裁判所は、事件に応
じて適切にやっています」みたいなことを平気で言うわ
けですから。結局は国会に直接働きかけて議員立法でや
るしかない。それをやろうと考えた場合、大崎事件の最
高裁はあまりにもひどいという認識が一般に広がってき
てここまで世論が盛り上がっているこの時期は絶好の
チャンスです。この機会を逃してはまた何十年も改正の
チャンスはないだろうと思います。ドイツはさっき鴨志
田さんが紹介されたようにすでに1960年でしたっけ、も
う検事の上訴権を否定したわけですね。だから現在の再
審法の母法であるドイツ刑事訴訟法ですらすでに変わっ
ているんだからと言って、日本の再審法改正運動を進め
るべきだと思います。
【小川】　以上で座談会を終了させていただきます。再審
法改正に向けて、本座談会の議論が一助になればと願っ
ております。本日はありがとうございました。

 （2020年 1 月14日　霞ヶ関弁護士会館）
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2020年新年祝賀会

山下 貴司
元法務大臣（自由民主党）

山口 那津男
公明党代表

森 英介
衆議院国家基本政策委員長（自由民主党）

福山 哲郎
立憲民主党幹事長

井上 哲士
日本共産党参議院幹事長

2020年 1 月16日午後 6時半より、東京の都市センターホテルにおいて、令和 2年度日本弁護士政治連
盟の新年祝賀会が、東京本部のとの共済で開催された。会場には多くの弁政連会員の他、本人、代理人
を含めて114人（うち本人出席36人）の国会議員が出席された。
冒頭、弁政連理事長の村越進より新年の挨拶を含めて開会の挨拶があった。続いて新年の挨拶をいた
だいた、日本弁護士連合会の菊地裕太郎会長からは、今年はオリンピックの開催年であり、諸外国から
の来訪者も多くなると思われ、関係各所において様々な対応が求められるが、盛り上がっていくに違い
ない等の挨拶があった。弁政連の山岸憲司顧問の発声で乾杯がなされ、懇談がなされた。
当日は、お写真を掲げさせていただいた国会議員の先生のほか、多くの国会議員からご挨拶をいただ
き、華やかな祝賀会となった。
最後に、弁政連東京本部の安井規雄本部長から閉会の挨拶があり、新年会は、盛会裡に終了した。
 （幹事長　谷　眞人）
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出席議員（本人出席太字）選挙区・所属政党
=2020年 1 月16日　新年祝賀会=

逢沢　一郎 岡 山 １ 区 自 民
青山　周平 比 例 東 海 自 民
あきもと司 東 京 １ ５ 区 無所属
荒井　　聰 北 海 道 ３ 区 立 憲
安藤　高夫 比 例 東 京 自 民
伊佐　進一 大 阪 ６ 区 公 明
石井　啓一 比 例 北 関 東 公 明
石川　香織 北海道１１区 立 憲
石田　祝稔 比 例 四 国 公 明
伊藤　達也 東 京 ２ ２ 区 自 民
伊藤　　渉 比 例 東 海 公 明
井上　義久 比 例 東 北 公 明
井野　俊郎 群 馬 ２ 区 自 民
枝野　幸男 埼 玉 ５ 区 立 憲
逢坂　誠二 北 海 道 ８ 区 立 憲
大河原雅子 比 例 北 関 東 立 憲
大串　博志 佐 賀 ２ 区 立 憲
大口　善徳 比 例 東 海 公 明
大塚　　拓 埼 玉 ９ 区 自 民
太田　昌孝 比例北陸信越 公 明
奥野　信亮 比 例 近 畿 自 民
小倉　將信 東 京 ２ ３ 区 自 民
小田原　潔 比 例 東 京 自 民
落合　貴之 東 京 ６ 区 立 憲
鬼木　　誠 福 岡 ２ 区 自 民
海江田万里 東 京 １ 区 立 憲
柿沢　未途 比 例 東 京 無所属
亀岡　偉民 比 例 東 北 自 民
上川　陽子 静 岡 １ 区 自 民
城内　　実 静 岡 ７ 区 自 民
岸田　文雄 広 島 １ 区 自 民
北側　一雄 大 阪 １ ６ 区 公 明
北村　誠吾 長 崎 ４ 区 自 民
木原　　稔 熊 本 １ 区 自 民
吉良　州司 比 例 九 州 国 民
古賀　　篤 福 岡 ３ 区 自 民
後藤　祐一 比 例 南 関 東 国 民
小林　茂樹 奈 良 １ 区 自 民
小林　鷹之 千 葉 ２ 区 自 民
佐々木隆博 北 海 道 ６ 区 立 憲
左藤　　章 大 阪 ２ 区 自 民
佐藤　茂樹 大 阪 ３ 区 公 明
佐藤　英道 比 例 北 海 道 公 明
塩崎　恭久 愛 媛 １ 区 自 民

塩谷　　立 静 岡 ８ 区 自 民
階 　 猛 岩 手 １ 区 無所属
末松　義規 比 例 東 京 立 憲
高木美智代 比 例 東 京 公 明
高鳥　修一 新 潟 ６ 区 自 民
武井　俊輔 宮 崎 １ 区 自 民
武内　則男 比 例 四 国 立 憲
田中　和徳 神奈川１０区 自 民
棚橋　泰文 岐 阜 ２ 区 自 民
玉木雄一郎 香 川 ２ 区 国 民
津島　　淳 青 森 １ 区 自 民
辻元　清美 大 阪 １ ０ 区 立 憲
津村　啓介 比 例 中 国 国 民
富田　茂之 比 例 南 関 東 公 明
西村智奈美 新 潟 １ 区 立 憲
西村　明宏 宮 城 ３ 区 自 民
野田　聖子 岐 阜 １ 区 自 民
野田　　毅 熊 本 ２ 区 自 民
初鹿　明博 比 例 東 京 無所属
濵地　雅一 比 例 九 州 公 明
原田　義昭 福 岡 ５ 区 自 民
平野　博文 大 阪 １ １ 区 国 民
藤井比早之 兵 庫 ４ 区 自 民
船橋　利実 比 例 北 海 道 自 民
古川　元久 愛 知 ２ 区 国 民
前原　誠司 京 都 ２ 区 国 民
牧原　秀樹 比 例 北 関 東 自 民
松田　　功 比 例 東 海 立 憲
松原　　仁 比 例 東 京 無所属
松本　　純 神 奈 川 １ 区 自 民
三ッ矢憲生 三 重 ４ 区 自 民
三原　朝彦 福 岡 ９ 区 自 民
宮崎　政久 比 例 九 州 自 民
務台　俊介 比例北陸信越 自 民
森　　英介 千 葉 １ １ 区 自 民
森山　浩行 比 例 近 畿 立 憲
盛山　正仁 兵 庫 １ 区 自 民
山尾志桜里 愛 知 ７ 区 立 憲
山川百合子 比 例 北 関 東 立 憲
山下　貴司 岡 山 ２ 区 自 民
山本　幸三 福 岡 １ ０ 区 自 民
山本　有二 比 例 四 国 自 民
若宮　健嗣 東 京 ５ 区 自 民
鷲尾英一郎 新 潟 ２ 区 自 民
早稲田夕季 神 奈 川 ４ 区 立 憲
渡辺　　周 静 岡 ６ 区 国 民
和田　義明 北 海 道 ５ 区 自 民

朝日健太郎 東 京 自 民
有田　芳生 比 例 立 憲
石川　博崇 大 阪 公 明
伊藤　孝江 兵 庫 公 明
井上　哲士 比 例 共 産
猪口　邦子 千 葉 自 民
音喜多　駿 東 京 維 新
小沼　　巧 茨 城 立 憲
嘉田由紀子 滋 賀 無所属
川田　龍平 比 例 立 憲
小西　洋之 千 葉 無所属
塩村あやか 東 京 立 憲
馬場　成志 熊 本 自 民
福山　哲郎 京 都 立 憲
古川　俊治 埼 玉 自 民
牧山ひろえ 神 奈 川 立 憲
増子　輝彦 福 島 国 民
真山　勇一 神 奈 川 立 憲
水岡　俊一 比 例 立 憲
三宅　伸吾 香 川 自 民
元榮太一郎 千 葉 自 民
山口那津男 東 京 公 明
横山　信一 比 例 公 明

衆議院議員
岡島　一正 比例南関東　　立　憲
門山　宏哲 千葉１区　　　自　民
小宮山　泰子 比例北関東　　国　民
菅　義偉 神奈川２区　　自　民
とかしき　なおみ 大阪７区　　　自　民
中谷　一馬 比例南関東　　立　憲
本多　平直 比例北海道　　立　憲
山本　和嘉子 比例北陸信越　立　憲
柚木　道義 比例中国　　　無所属

参議院議員
岡田　広 茨城　　　　　自　民
佐々木　さやか 神奈川　　　　公　明
山本　香苗 比例　　　　　公　明

（敬称略・五十音順）

祝電・メッセージを
いただいた議員

参議院議員衆議院議員
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中小企業における経営者保証と事業承継
～公明党青年委員会との勉強会～ 

子どもの権利をめぐる諸問題を中心に
　～立憲民主党青年局と懇談～ 

2020年 1 月30日、参議院議員会館において、「中小企業における経営者保証と事業承継」をテーマに、日本弁護士政治連
盟と公明党青年委員会との勉強会が開催されました。
公明党から、矢倉 克夫 参議院議員（青年委員長・参院法務委理事）、杉 久武 参議院議員（団体交渉ＷＴ座長）、佐々木 
さやか 参議院議員（同ＷＴ副座長・文科政務官）、濵村 進 衆議院議員（同ＷＴ事務局長）、國重 徹 衆議院議員（同ＷＴ前
座長・党政調法務部会長）、安江 伸夫 参議院議員（同ＷＴ員・参院法務委員）、三浦 信祐 参議院議員（青年局長）が出席
されました。弁政連・日弁連から、三宅弘企画委員長をはじめ17名の弁護士が出席しました。
冒頭、日弁連中小企業法律支援センターから、宮原 一東 弁護士（中小企業法律支援センター事務局次長）及び 大宅 達
郎 弁護士（同上）による中小企業の廃業支援に向けた日弁連の取組み、事業承継の現状、経営者保証の課題等についての
説明がありました。これに対し議員側から、早期に廃業や事業承継の支援につなげるための対策や課題等についてのご質問
があり、意見交換がなされました。この勉強会の意義を双方が確認し、引き続き交流を深めることを約して終了しました。
 （企画委員会副委員長　髙田 正雄）

2020年 2月10日、東京の弁護士会館において、立憲民主党青年局と日本弁護士政治連盟との懇談会が実施されました。立憲民
主党青年局からは、中谷 一馬 衆議院議員（青年局長）、道下 大樹 衆議院議員（局長筆頭代行）、松平 浩一 衆議院議員（東京
弁護士会会員）、石川 大我 参議院議員、塩村あやか 参議院議員及び青年局所属の地方議員（合計15名）が出席され、弁政連か
らは、豊田賢治企画委員長代行、石井逸郎広報副委員長をはじめ15名の弁護士が出席しました。
懇談会では、「子どもの権利をめぐる諸問題を中心に」とのテーマで、石井広報副委員長が講師を務め、子どもの権利条約、

児童福祉法、児童虐待防止法など児童虐待防止のための法制度や今後の課題を解説しました。議員からは、国の制度が抱える
課題ついての質問、地方自治体の制度や取組みに関する紹介などがなされ、弁護士からも質問に対する解説のほか、自治体の取
組みについて議員側に質問するなど、充実した懇談会となりました。
懇談会後開催された懇親会でも、議員及び弁護士から、それぞれ関心のある政策課題の提起がなされ活発な意見交換が行わ

れました。
（企画委員会副委員長　三雲 崇正）
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2020年度 日本弁護士連合会副会長
氏名（所属弁護士会）／主な担当事項／抱負

冨田 秀実
（東京弁護士会）
司法修習／修習費用問
題／刑事弁護センター

弁政連と連携して、日
弁連の政策課題の実現
を目指します。

寺前　隆
（第一東京弁護士会）
民事裁判手続等IT化／
FATF対日相互審査対応

弁政連と連携し、日弁
連の政策諸課題の実現
に誠実に取り組みます。

岡田 理樹
（第二東京弁護士会）
研修／弁護士倫理／法
曹養成制度改革

弁政連と連携して、日
弁連の政策課題の実現
に取り組みます。

延命 政之
（神奈川県弁護士会）
法教育／高齢者・障害
者権利支援センター

弁政連と連携して、日
弁連の政策課題を実現
しましょう。

關本 喜文
（山梨県弁護士会）
人権擁護委員会／自治体 
等連携／行政訴訟センター

弁政連と連携して、日
弁連の政策の展開に取
り組みます。

川下　清
（大阪弁護士会）
権利保護保険（LAC）／
男女共同参画推進本部

弁政連との連携を通じ
て政策課題の実現に取
り組みます。

白浜 徹朗
（京都弁護士会）
弁護士業務改革／公設事
務所・法律相談センター

弁政連とともに、法律
相談の拡充と業務拡大
に取り組みます。

山下 勇樹
（愛知県弁護士会）
若手弁護士／組織内弁
護士／総合法律支援本部

弁政連とともに、法的
諸課題の解決に向け、
尽力します。

西村 依子
（金沢弁護士会）
両性の平等／犯罪被害
者支援／独禁法

地元弁政連の副支部長
経験。両者で手を取り
合い諸課題の解決を！

狩野 節子
（秋田弁護士会）
広報／貧困問題対策／
公害対策・環境保全

貧困問題等、日弁連の
取組課題に弁政連と連
携して尽力します。

大川 哲也
（札幌弁護士会）
知的財産／裁判迅速化／
死刑廃止・刑罰制度改革

弁政連と連携して、憲
法の価値の実現に努め
ます。

五葉 明徳
（愛媛弁護士会）
情報問題／中小企業法律
支援／所有者不明土地

弁政連と協力して、日
弁連の政策課題実現に
向けて尽力します。

舩木 孝和
（広島弁護士会）
法科大学院センター／
家事法制／税制

日弁連の対処すべき問
題に、弁政連の協力が
是非とも必要です。

上田 英友
（福岡県弁護士会）
国際法務／国際商事・投
資仲裁ADR／憲法問題

弁政連と連携して、日
弁連の政策課題の実現
に尽力します。

鎌田 健司
（仙台弁護士会）
子どもの権利／消費者
問題／災害復興支援

弁政連と協力して、日
弁連の政策が実現され
るようがんばります！
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札幌弁護士会と札幌市議会自由民主党議員会有志の意見交換
 札幌支部 支部長　中村　隆

地元国会議員と膝詰めの会話
～福岡県支部「新春の集い」～ 福岡県支部 幹事長　吉田 知弘

2019年11月14日、弁政連札幌支部が呼びかけ人となり、札幌市議会の自由民主党議員会有志の方々と札幌弁
護士会の委員会委員との意見交換会を開催いたしました。
まず、両性の平等に関する委員会の委員から、ＬＧＢＴｓの方々が直面している課題と、他の自治体の先進

的取組みが紹介され、自治体施策の必要性に関する意見交換を行い、市議会議員の方々からも、ご実家が営ん
でいる銭湯での出来事の紹介、札幌市の電話相談で具体的問題の解決策を考える取組みを進めるべきと意見が
出されました。
また、犯罪被害者支援委員会の委員から、「札幌市犯罪被害者等基本条例案」の概要と同条例を作る市民会

議の活動等が紹介され、特に経済的支援の内容についてどのような具体的施策が考えられるか等について意見
交換がなされました。
当初の予定時刻を20

分以上超過した意見交
換会のあとの懇親会で
は、札幌弁護士会の正副
会長及び委員会委員と
市議会議員の方々の間
で充実した情報交換を
図ることができまし
た。札幌支部では、今後
も定期的に同様のイベ
ントを開催し、会員増強
等にもつなげていきた
いと考えています。

弁政連福岡県支部
は、 2020年 2 月 16
日、福岡市におい
て、「新春の集い」
を開催しました。福
岡県選出国会議員御
本人 9名（元職含
む）、秘書代理出席
22名の御来臨を賜
り、支部役員はじめ
福岡県弁護士会会員
44名でお迎えしまし
た。
開宴に先立ち、作

間功副支部長より会務報告があり、「弁護士・弁護士会の公益活動とその財政的基盤」と題して、いわば「会
務のバックヤード」に関する説明をいただきました。引き続き、山口雅司福岡県弁護士会会長の乾杯発声によ
り開宴、円卓を囲んでの和やかな宴席となりました。以後、山崎拓元自由民主党副総裁の御挨拶に始まり、御
臨席の多くの国会議員や議員秘書の皆様よりスピーチを賜っております。副支部長の報告に触れて、会務公益
活動の広範さ、その人的・財政的リソースが会員により担われていることに驚き、弁護士会への敬服とともに、
公費による支援拡充の必要性に触れるなど、嬉しいコメントも多くいただきました。
福岡県支部「新春の集い」は、毎回、与野党の垣根を越えて広く国会議員の先生方をお招きしております。「膝

詰めの会話」を通じて多くの国会議員の先生方と親睦を深める貴重な機会であり、また、若手会員には国政を肌
で実感する勉強の場ともなります。その様子の一端を感じていただけますと幸いです。
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全国支部懇談会を開催
幹事長　谷　眞人　

　2020年１月16日午後３時半より、東京のJA共済カンファレンスホールにおいて、弁政連の全国支部懇談
会が開催された。当日は、27支部から支部長・幹事長等が出席し、村越理事長ほか本部役員等を含めて計45
人の参加を得た。
　今年度の支部懇談会は、組織強化に関する報告、2019年施行の参議院議員選挙対応の総括、支部間交流等
の支部の活動をテーマに報告と意見交換を行った。
　2019年11月に新たに設立された山形県支部について、設立に至るまでの経緯、設立総会の様子等が報告さ
れ、愛媛、高知でも支部設立へ向けた機運が高まっている等の報告があった。また、2019年中に開催された
支部間の交流として三重県と千葉県、札幌と兵庫県各支部間の交流の様子が報告され、互いの取組みや悩み
を相談し、懇親を深める等、有意義な交流だったとの報告がなされた。
　さらに、支部における特色のある活動として、茨城支部の種田支部長から、2019年の豪雨災害に関して、
特定非常災害指定のために、国会議員とのつながりを活かして活動を行い、迅速に指定が行われた例等の報
告があった。日頃からの地道な交流が、いざというときに役立つという、弁政連活動の意味を再確認できる
好事例だと思われた。

実施日 支　部 活　動　概　要

2019年
12月18日 佐賀県

佐賀県選出自由民主党所属国会議員の秘書を招いて、弁護士会の災害対応、死刑問題、少年法適用年齢
等について意見交換を行った。参加者 3名のうち 2名は終了後の懇親会にも参加いただき、忌憚なき交
流がなされた。

支部活動ヘッドライン　2019年12月

弁護士から国会議員政策担当秘書へ

小山 紘一
東京弁護士会会員（新66期）

気が付けば永田町で働き始めて6年が経ちました。長らく野党議員の秘書
でしたが、昨年からは与党議員の政策秘書となり、今は、著作権法や個人
情報保護法等の重要な法律の改正に向けて、政府の担当者と一体となっ
て取り組んでいます。弁護士として立法にこれだけ深く関われることは、
本当に貴重な経験です。

山田太郎参議院議員（比例代表・自由民主党）政策担当秘書
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少数者が生きやすい社会の実現へ　
～伊藤孝江 前参議院法務委員会理事 と懇談～

2020年 3 月10日、東京の弁護士会館に伊藤孝江参議院議員（公明党）をお招きして、懇談会を開催しま
した。大阪弁護士会会員（元同会人権調査室長）である伊藤議員は、1998年に弁護士登録され（修習50期）、
2016年の選挙施行の参議院議員選挙において初当選されました。兵庫県選挙区の定数が 2名から 3名と増
員になり、公明党として初議席を獲得するために出馬したのがきっかけでした。参議院では厚生労働委員
会、法務委員会等に所属され、とくに法務委員会では法曹でない議員にも理解できるように「法廷通訳制
度」等の説明をし、存在感を発揮してきました。
懇談会では、出馬の経緯や法曹資格が議員活動に与える影響から始まり、与党議員であることの意義に
ついてもご説明いただきました。すなわち、日弁連の意見を立法の場で実現するためには、鍵となる与党
議員の共感を得、様々な利害関係を調整し落としどころを付けていくことが必要だということです。
弁政連の企画委員11名のほか弁政連役員、白承豪副会長（議員選挙区である兵庫県弁護士会）をはじめ
とする日弁連関係者、議員所属弁護士会からは小原正敏元大阪弁護士会長（弁政連大阪支部長）が出席し
て、伊藤議員に対して続々と質問がなされましたが、伊藤議員は様々な視点からご自身の知見を交えて積
極的に応答してくださり、非常に充実した懇談会となりました。終了後に予定していた懇親会は残念なが
らコロナウイルスの影響によって中止せざるを得ませんでしたが、その分、定刻が過ぎても話がいつまで
も尽きることがなく、意義深い集まりでした。 （企画委員会副委員長　武山 茂樹）

日弁連新執行部との二人三脚で、人権擁護と社会正義を実現する司法の確立に尽力します。（さいとう）
刑事再審手続の法整備は、法治国家として重要かつ必要なことだと感じました。（おがわ）
このようなときだからこそ法曹の果たすべき社会的役割の大きさを感じます。（いとう）
今回のパンデミックで経済がとまって、特に社会的弱者にしわ寄せがいくことが心配です。（いしい）
そこそこ健康で、美味しくご飯が食べられて、普通に文句も言いながら暮らせる毎日に感謝。（こだいら）
この度、新たに編集部に加わりました神奈川県弁護士会65期の安藤圭輔（あんどう けいすけ）と申します。
よろしくお願いします！

編集後記

本部・支部人事（ ）内は前任者

2020年 3 月31日付（辞任）
副理事長　渕上 玲子
　　　　　白浜 徹朗
常務理事　冨田 秀実
理　　事　寺前　 隆

幹 事 長　佐々木 弘道 （石原 栄一）　
群馬支部　2020年 4月 1日付

支 部 長　浜垣 眞也 （白浜 徹朗）　
事務局長　吉田 誠司 （日下部 和弘）

京都支部　4月10日付

定期総会のご案内

　日本弁護士政治連盟の定期総会を下記のとおり開催し
ますので、ご案内します。

記　
1　日時　2020年 8 月 5 日（水）午後 3時30分
2 　会場　弁護士会館 2階　講堂「クレオ」
3　議題　（ 1 ) 2019年度活動報告の件
　　　　　（ 2 )2020年度事業活動方針の件
　　　　　（ 3 ) 一定の事由に基づく理事の選任を 

理事会に委任する件

新型コロナウイルス感染防止のため、当日に発熱等風邪の症状が
ある場合、当日以前に発熱し平熱に戻ってから48時間以上経てい
ない場合などは、出席を控えてください。


